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午後１時１４分開会 

○佐々木まさひこ委員長 それでは、ただいまより

建設委員会を開会いたします。 

 

           ◇            

 

○佐々木まさひこ委員長 最初に、記録署名員２名

を私から指名いたします。 

  長沢委員、山中委員、よろしくお願いをいたし

ます。 

 

           ◇            

 

○佐々木まさひこ委員長 次に、議案の審査に移り

ます。 

  第５８号議案 足立区立公園等に係る移動等円

滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する

基準を定める条例の一部を改正する条例を単独議

題といたします。 

  それでは執行機関の説明を求めます。 

○道路公園整備室長 第５８号議案 足立区立公園

等に係る移動等円滑化のために必要な特定公園施

設の設置に関する基準を定める条例の一部を改正

する条例でございます。 

  概要でございます。 

  バリアフリー法の改正に伴いまして、都市公園

の移動等円滑化整備ガイドラインの一部改訂が公

表され、それに伴い、誰もが利用しやすい公園づ

くりを進めるために、本条例の一部を改正するも

のでございます。 

  改正内容でございますが、改正前まで公園出入

口の車止めを設ける場合、この図でお示しします

ように設置部で９０㎝以上の確保が必要でござい

ましたが、最上部は９０㎝未満でも適法でござい

ました。 

  改正後には、設置部から最上部まで９０㎝以上

の確保が必要となります。 

  条例の新旧対照表につきましては、別紙４ペー

ジに記載をさせていただいております。 

  今後の予定でございますが、区内約５００公園

のうち、５月８日時点で入り口改修が必要な公園

が６０園程度と確認をされております。最終調査

結果につきましては、改めて８月の委員会で報告

をさせていただく予定でございます。 

  今後の改修方針にございますが、令和８年度か

ら３か年で、少なくとも各園１か所の出入口につ

いて改修を進めてまいりたいと予定をしておると

ころでございます。 

  参考に、手動式・電動式車椅子のＪＩＳ規格を

記載させていただいております。車椅子の最大幅

７０㎝となっているため、９０㎝あれば車椅子使

用者が通行できる最低限の規格となっているとこ

ろでございます。 

  私からは以上でございます。御審議のほどよろ

しくお願いいたします。 

○佐々木まさひこ委員長 それでは質疑に入ります。 

  何か質疑はありませんか。 

○山中ちえ子委員 この条例改正の議案は、社会的

障壁の除去など、２０２１年４月のバリアフリー

法で求められて、一層バリアフリー化を都市計画

公園で進めるということでガイドライン改正が公

表されて、そして出た解説本だということで、そ

れに伴っての一部改正ということですけれども、

このガイドラインを基にして基準を変えなくては

いけない項目というのは、この出入口のところが

今回一部改正の内容ですが、それ以外にもいろい

ろとあるという認識でいいのですか。 

○パークイノベーション推進課長 条例に係る内容

としましては、今回御提出していただいておりま

す内容のみで大丈夫と認識しております。 

○山中ちえ子委員 解説本にはここだけのことでは

なく、たくさんありますので、この工事をやって
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いく、それを予算を掛けてやっていくということ

では、これが取りあえずこのことが一部改正にな

ったということの認識でいいのですか。 

○道路公園整備室長 ガイドラインにつきましては、

当然今回の条例以外でも、傾斜の５％とか８％と

かいろいろと、あと、文言の少し訂正とかござい

ます。当然、このガイドラインを遵守しつつ、今

後、公園の設計等反映させて、区民に親しまれる

ような公園の整備に努めていきたいと考えており

ます。 

○山中ちえ子委員 この整備工事に当たって、当事

者の声を聞くということもバリアフリー法の中で

重要だと位置づけられています。そういった点で

はどのように聞いていく計画か。 

○パークイノベーション推進課長 現在、大規模な

公園改修とかは、そちらの点に関しましては、ユ

ニバーサルデザイン担当課が主催しておりますデ

ザインレビュー等々で、障がい者団体様の方に御

意見をお伺いするような機会を設けさせていただ

いておりますので、その点で御意見を伺って設計

の方に反映させていきたいと考えております。 

○山中ちえ子委員 是非お願いしたいのですけれど

も、解説本には、計画、設計管理の各段階で、高

齢者、障がい者等を含めた公園利用者、関係団体、

それから専門家、それから公園の利用者特性なん

かをつかむ上で大切だと、整備工事や、そして管

理運営に反映させるというふうに、それが重要だ

というふうに記載されているんですけれども、先

ほどおっしゃいましたように障がい者団体だけで

はないというふうに思いますけれども、どうでし

ょうか。 

○都市建設部長 我が国におきましては、ユニバー

サルデザインのまちづくりを推進していく観点か

らも、当然、老若男女、障がいのあるなしに関係

なく、きちんと公園にできるような整備に進めて

まいります。 

○山中ちえ子委員 是非、具体的に意見聴取をそれ

ぞれしっかり計画していくこと、それから、それ

に基づいて整備や管理運営にどう反映させるか、

どのような具体化ができるかなどを考えていって

ほしいと思います。 

  そして、それはその取組を通じて、相互理解が

促進されて、心のバリアフリーが進むことも期待

されています。 

  そういったことでも新しいバリアフリー法では、

適正利用推進のための努力義務化された情報提供

に、公園に関する事前の情報提供や市町村に対す

るバリアフリー、情報提供の義務化が追加されて

います。 

  これまでもインクルーシブ公園なんかを、どの

公園がどのように、その障がい特性に合って、自

分だったら利用できるとか、利用できないとか、

そういった見える化を求めてまいりましたけれど

も、正にこのことがバリアフリー法改正によって

位置づけられなくてはならないこととなっていま

す。 

  なので、この整備内容もそうですが、整備状況

も含め、これからどう整備されていくかというこ

ともそうですけれども、見える化が必要だと思い

ますけれども、そのこともこの機会にやっていく

ということでよろしいですか。 

○道路公園整備室長 山中委員御指摘のとおり、誰

もが利用しやすいような公園を目指して、しっか

りそういったものを反映させた上で、公園整備を

進めていきたいと考えております。 

○山中ちえ子委員 是非お願いします。 

  この適正利用推進のための努力義務化された情

報提供に新しく都市計画公園でのバリアフリー化

の見える化が追加されたわけですので、是非是非

遵守してお願いしたいと思います。 

○佐々木まさひこ委員長 他に質疑は。 

○へんみ圭二委員 今回は入り口ということなので



• 正式な会議録が作成されるまでの暫定的なものであり、今後修正されることがあります。  

• 音声認識システムで認識できなかった発言等は「★」で表示しています。  

• 「★」の数は発言の文字数を表しているものではありません。 

 ３  

 

すけれども、例えば、今週しょうぶまつりが行わ

れるしょうぶ沼公園だと、入り口だけではなくて、

公園の中でも自転車すら通れないような幅の柵が

設置されていたりという部分もあります。そのあ

たりも改修していく必要があるのかなと思うので

すが、そのあたりについての考え方はいかがなの

でしょうか。 

○パークイノベーション推進課長 最終的には全て

の出入口等々バリアになっているところは改修す

べきものと認識しております。 

  まずは１か所確実に通れる場所を確保するのを

最優先にやっていきたいと考えております。 

○へんみ圭二委員 出入口だけではなくて、公園内

をどうするのかということです。 

○パークイノベーション推進課長 出入口以外にも

必要なところの改修の方には着手していきたいと

考えております。 

○へんみ圭二委員 それは、出入口を３か年で少な

くとも各園１か所、基準を満たせるようにという

ことですけれども、それ以外の公園内のバリアフ

リー化というもののスケジュールというのはある

のでしょうか。 

○道路公園整備室長 最優先でまず３か年というこ

とになっておりますけれども、ほかの部分の園内

の中の改修についても、極力少しでも前倒しで進

めていくように反映させていきたいなと考えてお

ります。 

○佐々木まさひこ委員長 他に質疑はございますか。 

○髙橋まゆみ委員 あわせまして、Ａ型ベビーカー

とか、今結構大きめになっているかと思うのです

ね。子どもが１人２人乗っているものだとか、横

に幅広くと。そういったところも検討しながらや

っていただきたいと思います。 

○パークイノベーション推進課長 確かに髙橋委員

御指摘のようにいろいろな乗り物ありますので、

その点に関しても配慮して改修の方やっていきた

いと存じます。 

○佐々木まさひこ委員長 他に質疑は。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○佐々木まさひこ委員長 それでは、各会派からの

意見を求めます。 

○太田せいいち委員 今後、改正につきましては、

先ほどもありましたが、しっかり関係の皆様の御

要望等をお伺いしながらやっていただきたいと思

います。 

  本議案につきましては、法改正の趣旨にのっと

った条例の改正ということですので、賛成です。 

○長沢興祐委員 可決です。 

○山中ちえ子委員 可決でお願いします。 

○へんみ圭二委員 可決です。 

○髙橋まゆみ委員 可決です。 

○佐々木まさひこ委員長 これより採決をいたしま

す。 

  本件は、原案のとおり可決すべきものとするこ

とに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○佐々木まさひこ委員長 御異議ないと認め、原案

のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

  以上で、建設委員会を閉会いたします。 

午後１時２４分閉会 


